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当座借越契約の締結に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当座借越契約を締結することを決議いたしましたので、下記のと

おりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 当座借越契約締結の目的 

本契約の締結は、当社が展開予定の加盟店向け早期精算サービス（決済会社からの入金に先立ち、加

盟店の希望に応じて決済代金を早期にお支払いするサービス）に伴い、決済立替に要する必要運転資金

が増加することを見据え、これに機動的かつ安定的に対応するためのものです。 

当社は、自己資金による対応に加え、当座借越枠を確保することで、資金調達手段の多様化および流

動性の向上を図り、同サービスを含む決済関連事業の円滑な運営および今後の事業成長を支えてまいり

ます。 

 

２. 本契約の内容 

（１）契約締結先 株式会社三井住友銀行 

（２）契約極度額 60 億円 

（３）契約締結日 2026 年４月 30 日 

（４）契約期間 
2026 年４月 30 日～2026 年 10 月 31 日 

（以降半年ごとの更新予定） 

（５）利率 市場金利に連動した変動金利 

（６）担保等の有無 有（当社の普通預金口座を担保） 

（７）財務制限条項 

①2026 年 12 月期以降、各年度の末日における単体の貸借対照表の純資産

の部の金額を前年同期比 75％以上に維持すること。 

②2026 年 12 月期以降、各期における単体の損益計算書の経常損益につき

損失を計上しないこと。 

 

 

３. 今後の見通し 

本件による 2026 年 12 月期の業績に与える影響は軽微でありますが、今後公表すべき事項が発生した

場合には、速やかに公表いたします。 

 

 

以上 


